
保 安 第 2 0 号

平 成 3 0 年 ４ 月 ５ 日

各 所 属 長 殿

生 活 安 全 部 長

旅館業法の一部改正に伴う風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

等の一部改正について

旅館業法の一部を改正する法律（平成29年法律第84号。以下「改正法」という。）

が、平成29年12月15日に公布され、これに伴い、旅館業法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法令の整備に関する制令（平成30年政令第21号。以下「整備政令」とい

う。）及び旅館業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成30年政令

第20号。以下「施行期日政令」とする。）が、平成30年１月31日に公布され、改正法

は、同年６月15日に施行されることとなった。

これらにより、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

第122号。以下「風営法」という。）及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律施行令（昭和59年政令第319号。以下「風営法施行令」という。）についても所

要の改正が行われ、また、改正法の成立に伴い、平成30年３月22日に公布された風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則（平

成30年国家公安委員会規則第１号。以下「改正規則」という。）により、風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則（昭和60年国家公安委員会規則第１

号。以下「風営法施行規則」という。）について、所要の改正が行われたところであ

るが、これらの改正の概要等は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないよう

にされたい。

記

１ 改正法等の概要

⑴ 改正法の概要

旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、旅



館業法（昭和23年法律第138号）に規定するホテル営業及び旅館営業の営業種別を

旅館・ホテル営業へ統合するなどの措置を講ずるもの。

⑵ 整備政令の概要

改正法の施行に伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準を定めるなど

旅館業法施行令（昭和32年政令第152号）その他関係政令の規定の整備を行うもの。

２ 改正の内容

改正法により、旅館業法第２条第２項に規定する「ホテル営業」及び第２条第３

項に規定する「旅館営業」という２つの営業種別を統合し、改正後の旅館営業法第

２条第２項において、「旅館・ホテル営業」という１つの営業種別として規定する

こととしたところ、これらに伴い、風営法第31条の23の表第４条第２項第２号の項

中「ホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改

めるなど、風営法、風営法施行令及び風営法施行規則についても、所要の改正を行

うもの。

３ 施行期日

平成30年６月15日

４ 添付資料

⑴ 改正法に係る官報（別添１）

⑵ 整備政令に係る官報（別添２）

⑶ 施行期日政令に係る官報（別添３）

⑷ 改正規則に係る官報（別添４）

⑸ 風営法に係る新旧対照条文（別添５）

⑹ 風営法施行令に係る新旧対照条文（別添６）

⑺ 風営法施行規則に係る新旧対照条文（別添７）

担当 保安課営業係風俗担当
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○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
一
条
の
二
十
三

第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、

第
三
十
一
条
の
二
十
三

第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、

五
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の

五
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の

規
定
は
前
条
の
許
可
に
つ
い
て
、
第
六
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
、
第
九
条

規
定
は
前
条
の
許
可
に
つ
い
て
、
第
六
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
、
第
九
条

、
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四

、
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四

条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二

条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二

条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
特
定
遊
興
飲

条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
特
定
遊
興
飲

食
店
営
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

食
店
営
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術

的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
四
条
第
一

第
二
十
六
条
第
一
項

第
三
十
一
条
の
二
十
五
第

第
四
条
第
一

第
二
十
六
条
第
一
項

第
三
十
一
条
の
二
十
五
第

項
第
五
号
及

一
項

項
第
五
号
及

一
項

び
第
六
号

び
第
六
号

第
四
条
第
二

（
略
）

（
略
）

第
四
条
第
二

（
略
）

（
略
）

項
第
二
号

項
第
二
号

（
略
）

な
い
と
き
（
当
該
営
業
所

（
略
）

な
い
と
き
（
当
該
営
業
所

が
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二

が
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
三
十
八

十
三
年
法
律
第
百
三
十
八

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営

定
す
る
ホ
テ
ル
営
業
又
は

業
に
係
る
施
設
内
に
所
在

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
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し
、
か
つ
、
良
好
な
風
俗

旅
館
営
業
に
係
る
施
設
内

環
境
の
保
全
に
障
害
を
及

に
所
在
し
、
か
つ
、
良
好

ぼ
す
こ
と
が
な
い
た
め
特

な
風
俗
環
境
の
保
全
に
障

に
そ
の
設
置
が
許
容
さ
れ

害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い

る
も
の
と
し
て
国
家
公
安

た
め
特
に
そ
の
設
置
が
許

委
員
会
規
則
で
定
め
る
基

容
さ
れ
る
も
の
と
し
て
国

準
に
適
合
す
る
も
の
（
次

家
公
安
委
員
会
規
則
で
定

項
に
お
い
て
「
ホ
テ
ル
等

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

内
適
合
営
業
所
」
と
い
う

の
（
次
項
に
お
い
て
「
ホ

。
）
で
あ
る
と
き
を
除
く

テ
ル
等
内
適
合
営
業
所
」

。
）

と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き

を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

P1600000NW
四角形



旅
館
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文
（
抄
）

○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
）

（
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
）

第
一
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

第
一
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
営
業
中
に
お
け
る
当
該

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
営
業
中
に
お
け
る
当
該

施
設
の
内
部
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
施
設
の
置
か
れ
る
ホ
テ
ル
等
、
大
規
模
小
売

施
設
の
内
部
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
施
設
の
置
か
れ
る
ホ
テ
ル
若
し
く
は
旅
館
、

店
舗
又
は
遊
園
地
内
に
お
い
て
当
該
施
設
の
外
部
か
ら
容
易
に
見
通
す
こ
と

大
規
模
小
売
店
舗
又
は
遊
園
地
内
に
お
い
て
当
該
施
設
の
外
部
か
ら
容
易
に

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

見
通
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

ホ
テ
ル
等
（
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二

一

ホ
テ
ル
（
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条

条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
に
係
る
建
物
又
は
建
物
の
部

第
二
項
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル
営
業
に
係
る
建
物
又
は
建
物
の
部
分
を
い
う

分
を
い
う
。
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
の
区
画
さ
れ

。
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旅
館
（
同
法
第
二
条

た
施
設

第
三
項
に
規
定
す
る
旅
館
営
業
に
係
る
建
物
又
は
建
物
の
部
分
を
い
う
。

同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
の
区
画
さ
れ
た
施
設

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
法
第
二
条
第
六
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
等
）

（
法
第
二
条
第
六
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
等
）

第
三
条

法
第
二
条
第
六
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る

第
三
条

法
第
二
条
第
六
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ホ
テ
ル
等
そ
の
他
客
の
宿
泊
（
休
憩
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

二

ホ
テ
ル
、
旅
館
そ
の
他
客
の
宿
泊
（
休
憩
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

す
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
ホ
テ
ル
等
内
適
合
営
業
所
の
基
準
）

（
ホ
テ
ル
等
内
適
合
営
業
所
の
基
準
）

第
七
十
六
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第

第
七
十
六
条

［
同
上
］

二
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
階
の
当
該
営
業
所
以
外
の
部
分
並
び
に
当
該
階
の
直

一

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
階
の
当
該
営
業
所
以
外
の
部
分
並
び
に
当
該
階
の
直

上
階
（
当
該
営
業
所
が
最
上
階
に
設
け
ら
れ
る
場
合
は
屋
上
）
の
当
該
営
業
所

上
階
（
当
該
営
業
所
が
最
上
階
に
設
け
ら
れ
る
場
合
は
屋
上
）
の
当
該
営
業
所

の
直
上
の
部
分
及
び
直
下
階
の
当
該
営
業
所
の
直
下
の
部
分
を
旅
館
業
法
（
昭

の
直
上
の
部
分
及
び
直
下
階
の
当
該
営
業
所
の
直
下
の
部
分
を
旅
館
業
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
旅
館
・

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
ホ
テ
ル

ホ
テ
ル
営
業
を
営
む
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ホ
テ
ル
等
営
業
者
」
と
い

営
業
若
し
く
は
旅
館
営
業
を
営
む
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ホ
テ
ル
等
営

う
。
）
又
は
風
俗
営
業
者
、
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
若
し
く
は
深
夜
に
お
い

業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
風
俗
営
業
者
、
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
若
し
く
は

て
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
若
し
く
は
興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

深
夜
に
お
い
て
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
若
し
く
は
興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年

十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
興
行
場
営
業
を
営
む
者
が
管
理
す
る
こ

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
興
行
場
営
業
を
営
む
者
が

と
。

管
理
す
る
こ
と
。

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

五

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
旅
館
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
館
・
ホ
テ

五

営
業
所
が
設
け
ら
れ
る
旅
館
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル
営
業

ル
営
業
に
係
る
施
設
が
法
第
二
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供

又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
館
営
業
に
係
る
施
設
が
法
第
二
条
第
六
項
第

さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

四
号
に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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